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~コミュニティにおけるインクルーシブ開発を深める
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開催場所:戸山サンライズ 2階大研修室

催:財団法人日本障害者リ)¥ビ、Ijテーション協会

援 :東京都民共済生活協同組合
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盟主ミ之-盟i三五己主おけるインクjしーシブ欝発を深治るj

A.プログラム

2009年3月8日に開催されたCBRに関するセミナーでは、 WHOの障害とリハビリテーションで

CBRを担当しているチヤパル・カスナピス氏を招轄し、 CBRがコミュニティでのインクルーシブ開発に

有効な戦略であることを学びました。今回のセミナーでは、再び講師としてカスナピス氏をお招きし、，

CBRガイドラインについて、現場ではどう使われるのか、インクルーシブ開発の具体的事例、研修の

内容、また障害者権利条約と CBRとの関係などについてご講演いただきます。さらに途上国で展開

されている様々な活動についても関係者の皆様から、ご紹介していただきます。

途上国でのインクルーシブ開発の実現のためには、コミュニティでの様々な分野聞の連携、限

られた資源の活用、障害のある人・家族・支援者・住民とのネットワークの促進、それらを実現する

ためのファシリテーションなども考えられます。途上国と日本のコミュニティでの取り組みに共通点は

あるのかどうか、皆様と一緒に考える機会になればと思います。

セミナーの最後に、 2009年 2月に設立されたCBRアジア太平洋ネットワークおよび圏内ネット

ワークについて進捗状況をご報告いたします。

10:00 

10:10-12:00 

1 2:00-1 3:00 

1 3:00-1 5:30 

主催者あいさつ

特別講演チヤパル・カスナピス氏

昼食(各自でお取りください。持ち込みは自由です。)

途上国のコミュニティでの支援活動の事例発表

コーディネーター:高嶺豊氏:琉球大学教授

沼田千野子氏: 日本発達障害福祉連盟事務局長

講演①

「インドアンドラプラデシュ州における農村貧困削減事業J

Raja Pratap氏:Elimination of Rural Poverty (IKP)プロジェクト・マネージャー

講演②

「シリアにおける CBRの展開~地域と政府による取り組み及びJICAの協力J

中村信太郎氏 (JICAシリア CBR事業推進プロジェクト専門家)

講演③

rDaniaの能力開発プロジェクトとモンゴル盲人連合・そしてコミュニティ」

田畑美智子氏(世界盲人連合アジア太平洋地域代表執行委員)
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15:30-15:45 

15:45-17:00 

1 7:00-1 7:20 

17:20-17:30 

講演④

rCBRは日本の地方で有効か?J

民無浜博幸氏(松本大学准教授)

講演⑤

「ボランティアと"意味"の変容ーハンセン病をめぐって」

西尾雄志氏(早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンタ一助教)

休憩および質問用紙記入

質疑応答およびテ、イスカッション (進行役:コーディネーター)

CBR APネットワークと園内ネットワークに関する経過説明と報告

上野悦子: (財)日本障害者リハビリテーション協会(障害分野 NGO連絡

会事務局)チャパル・力スナビス氏からもコメントをいただきます。

閉会のあいさつ

-3 -



題懇セミナー rCBR-コミュニティiこおけるインクんーシブ態発を深めるj

B.講師レジュメ

( 1) Chapal Khasnabis氏
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(2) Raja Pratap Kumar氏

「インドアンドラ・プラデシュ州における農村貧困削減事業」

インドアンドラ・プラデ、シュ州農村貧困削減事業は、世界銀行の支援を得て、貧困削

減事業を実施している。障害者とその家族は、インドの農村貧困層の中でも最も恵まれ

ない境遇に置かれ、社会的不利な立場にいる。この貧困削減事業では、障害を配慮し

た項目を取り入れ、権利、包括(インクルージョン)、機会均等に力を入れている。

具体的には、社会啓発活動や、障害者による自助グループ。や連合体を構築している。

事例発表では、こういった障害者の組織の形成、農村で、のリハビリテーション・サーヴィ

ス、生計、助成、エンタイトルメン卜(権原)へのアクセスを向上、政策やその事業に障害

者への配慮を盛り込む活動をする際に採り入れた主要な戦略について、この事業の成

果を含めながら明らかにする。

-5 -



(3) 中村信太郎氏

「シリアにおける CBRの展開」

シリアでは 2003年から首都近郊の村において CBRに関する取り組みが進められ

ている。これはシリア社会労働省等の機関とJICAとの協力の下、障害者の社会参加の

機会作りや地域ボランティアの養成等を行うことにより、障害者・家族のエンパワメン卜、

障害者を支援するネットワーク作りを進める取り組みである。

一方中央レベルでは、 2005年に国家 CBR委員会が設置されるとともに、 2008

年に策定された「国家障害計画」においては全国展開すべき施策として CBRが位置づ

けられ、現在その実施のための戦略や研修計画の作成等が進められている。

また、県レベルではすでに各県で CBRを推進する組織として関係県職員・地元

NGO代表から成るiCBRユニット」が設置されたところである。

事例発表ではシリアでのCBRIこ関する取り組みの概要とそれらが地域lこもたらした

変化、今後の地域及び圏全体での活動の方向性を紹介するとともに、 CBR推進におけ

る中央及び地方政府の役割や国際協力のあり方について、私見も交えて論じることと

する。
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シリアにおけるCBRの展開
~地域と政府による取り組み及びJICAの協力~

2010年2月14日

JICAシリア長期専門家(CBR推進)

中村信太郎

3叫011/14 説川"..，，， ~、九 b"，，，山

|中東の国シリア

|シリアという国
.シリアは中東に位置しており、公用語はアラビア語。

-人口は1900万人。広さは日本の約半分であるが、東半

分は人が住まない砂漢がほとんど。

-人口の9割がイスラム教徒、残りの1割のほとんどはキ

リスト教徒。人々の生活に宗教的価値観が深く根付い
ている。

-人口一人当たりGDPは4，511ドル(購買力平価、 UNDP
データ)であり、日本の7分の1以下。

.?IIIIIIUl4 
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|概要

2 

3 

4 

5 

6 

7 

シリアという国

村におけるCBRプロジ工クト

政府の取り組み

JICAの取り組み

行政によるCBR推進のあり方

CBRfこ対する国際協力のあり方

途上国のCBRfこ関する日本の協力のあり方

2011げ :?!l ~

|中東の国シリア

|障害者の状況及びサービスの現況

.人口の約2%が障害者であるといわれているが、障害

者数に関し信頼できる数字はない。

• 2004年に制定された障害者に関する法律により、 障害
者の登録制度が設けられた。

-障害者登録をした者は、無料の医療サービスに加え、
公共交通機関の運賃無料、税金の軽減などを受けられ
ることになっている。

司^-J.̂ I I ， . 白山比+噌目 11::I~.l."'"一品目白色，一回一ー ヲ・，.I....rc.::m:::il咽 I'JI品川剥 lエd、u、.:，rc之!:"1':j -' ~ミピ目>3'-J;1土 I--P.1.X":) 1I L"、-"・句凶 E
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l障害者の状況及びサービスの現況

-イスラム教的・伝統的価値観の下で
は、図窮者に対する支媛は非常に
価値にあることとされ、宗教的動機
による慈善活動が盛ん。

211111. 2/ 1~ :山m刷，，，-.l.mur>

ICBRプロジェクトの経緯

圃 2005年、省庁や大衆草の根組織、 NGO等の調整機関
として、国家CBR委員会が設置された。

・社会労働省にはCBR事務所が置かれ、国家CBR委員
会事務局を務めるとともに、 CBRに関する企画・調整・
指導を実施。

• JICA(国際協力機構)は、専門家の派遣(2003年~
2006年、 2008年~現在)や、青年海外協力隊の派遣
(2003年~現在)、 政府職員やCBRボランティア等への
研修などを通じ、 CBRI二対する技術協力を実施。

2!'! 1I/2 / ! ~ 

lプロジェクトの目的

-障害者の社会への完全参加を目指す。

-そのためには、障害当事者及び家族のエンパワ
メント、地域の環境整備が必要。

-これを実現するため、障害者が外に出て周りの
人々と交流できる様々な機会を設けるとともに、
地域のボランティアの育成、関係者のネットワーク
の構築を推進。

2n !1げ~ / I~

ICBRプロジェクトの経緯

-シリアにおけるCBRプロジェクトは、 2003年、社会労働
省(MOSAL)の要請により始まった。

・当初3村において始まったプロジェクトは、後に他の2村
にも広がった。

:!I H"IUI~ 

|プロジェクトの目的

「

「し ?の桧への~~~己
I( i ( i 
障害者が地織に参加できるよ 11 ，山口 四 | 

0- 11 'IIJ3 関 による環境E華僑 |うヱンパワメント リ 品ド 開 | 

|に -ノに一一 ノ
ーァー「 ーァー「

際害者が外にt:I:lて他の人たち 11地域のボランティアの脊成及び |
と交流できるような機会の提供 11 際係者のネットワークの構築 1 

加↓11/2(11
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| 地域の関係者のネットワーク構築

啓発活動

手工芸活動

、 刷、"川川同白
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外部の資源とのネットワーク構築

1' '1 ''2:1 (下箭会社「ア‘ノーJレJ穿ひ児専j黒焦~r:，L."， (リハビリテーションセン官一)

|障害者の社会参加の機会の提供及び
CBRボランティアの育成

理学療法教室 グループ学習

.!<<I".!II 

|パイオニア組織(パース党の学童対象大衆組織)サマーキャ
ンプへの参加



地元の展示会への参加

2001"/2/1.1 ?曲川町川出い1川口

|活動の主な目的

2 障害当事者及び家族のエンパワメント

ロ 障害当事者及び家族のニーズの発見

ロ 障害当事者及び家族のためのサービスに関する情

報提供

口 介護や機能訓練に関する初歩的な技能の訓練

.!HI" 2I l~ 蜘 川n，~、 J~."lI "r.\

I CBRIこ関わる人たち~ソメイヤさん
・ソメイヤさんはヒジャーネ村の女性。脳性まひによる軽

い運動機能障害及び言語障害がある。

・12歳のときに視覚障害のため小学校を退学し、以来家

に閉じこもって専ら家事手伝いの日々を過ごす。

・2003年!こCBRの取り組みが村で始まったとき、最初は

サービスの受け手として参加。

.活動参加の4ヵ月後にボランティアになり、さらに2年後
には視覚障害児を支援するため、点字を学び始めた。

E 詩作や劇作の隠れた才能も発掘

21'1"，:2'，.1 

l 活動の主な目的

1 障害者に対する機会の提供

口 外出し他の住民たちと交流する機会

ロ 様々な地域行事に参加する機会

!'' 1 101 2! 1 ~ 訓剛、1;n，~、 ，.川町LWJ

l 活動の主な目的

3 地域の資源の開発及びボランティアの育成

ロ 活動を通じてボランティアを育成

ロ 地域の関係者及び資源の発見

ロ 障害者支媛のため地域の関係者及び資源への働
きかけ

口 地域のネットワークの構築

2"IO，~ I~ 

|ソメイヤさん
• rCBRの活動に加わる前は自分が障害者であることに

ついて『なぜ私が?Aと思っていましたが、 CBRの活動

を始めて他の障害者のために役に立てることがわかり、
そのような気持ちを克服することができました。J

• rもしCBRの活動が始まっていなければ、私は今どう

なっていたか想像することもできません。」

・現在彼女は最も活発なCBRボランティアの一人であり、
地域のコーディネータとして活躍している。

nu 



CBRIこ関わる人たち~

ムハンマド・ハシュメさん
.ムハンマド'1¥シュメさんはCBR事務所ハラン村事務所

代表。軽い下肢機能障害あり。

・2004年に村l二JICAが来た時にボランティアとしてCBR
の活動に関わるようになった。

・その活躍が認められ、彼自身の希望もあり、社会労働
省CBR事務所ハラン村事務所代表となった。

2111"/2.11.1 

ICBRIこ関わる人たち~アブ、アーナスさん

-アブ-アーナスさんはカフリーン村
の宗教指導者であり、普段は地
元の保健所で働いている。

-毎週CBRの活動に参加するなど、
活動開始当初からの最も活発な
ボランティアの一人。

-モスクでの金曜礼拝、結婚式など
での説教といった機会をとらえ、
障害者を地域の一員として受け
入れることの重要さについて住民

2l1l"/~ 1" 

11可が達成されたか?

.障害者のエンパワメント

ロ障害者の考え方が変化。CBRの活動により、より自信がつき、

地元行事にも参加。

-やる気ある地元ボランティア

υ 活動を通じて地元ボランティアを養成した結果、現在では約40

名がボランティアとして活動に参加。

-地元有力者の巻き込み
口村長や学校長、宗教指導者など村の有力者を障害者の活動に

巻き込み。

|ムハンマドハシュメさん
・rCBRのことを知る前は、できるだけ障害のない人と同じよ

うになることで自分の障害を克服しようとしていました。テレ
ビに障害者が映ると、周りの人の注意をテレビの画面から
逸らすようにしていました。」

• rしかしCBRの活動に加わって、 障害というものや障害者に
対して興味がでてきました。他の障害者を支援しfこいと思う
ようになり、今では他の障害者と 絡に歩くことを誇りに感
じています。」

・彼は地域のコーディネートや地域資源のネット
当事者団体設立に献身的に{動いており、C
てなくてはならない人材となっている。

1"III:2/1.t 

lァブ、アーナスさん
• r預言者ムハンマドは『隣人が腹を空かしているときに

くeっすり眠るような者は信仰ある者とは言えない。』と
言っています。イスラム教では人を助ける者は神に祝福
されます。障害者の手をとって地域の一員になるよう支
援をすれば、その人は天国に行くことができるでしょ
つ。J

・「私の村はもともと障害者を地域の一員として受け入れ
ょうとしづ気風がありましたが、 CBRの活動が始まって、
障害者やその家族から恥ずかしいと思う気持ちが消え
ていきました。J

l何がまだ達成されていないかP

• i也元の主体性と持続性

ロ いくつかの村では、現在の活動はJICAなしでは持続しない懸
.A 
T '1.:.0"、。

.障害者のエンパワメン卜

ロ障害者の自助活動はいまだ弱く、地域での当事者運動はまだ
これから。

・地域資源のネットワーク構築

ロ全ての地元有力者がCBRIこ興味があるわけではない。

口地域資源による障害者支媛ネットワ クはまだ開発途上。

.地元行政による組織的な支援

口地元村役場や県庁における調整の仕組みがまだできていない。



|今後の課題

-ど‘うやって地織にCBRの考え方を内面化させることがで

きるか。

ロ CBRを「何か特別なこと」、 f;舌勤Jから、「人々の日常生活や仕

事の中での自然な振舞L、Jにどのように変化させることがで、きる
か。

-役場や県庁レベルでの調整の仕組みをどのように作る
ことができるか。

21'1" ~/ I I 

|政府による取り組み

• 2009年、各県!こCBRユニットが設置された。メンバーは、

口 県庁職員(社会労働部、保健部、 教育部)

ロ障害関係の地元NGO

-今後研修の後、 CBRユニットが各県でCBR推進のため

の取り組みを進めることにしている。

• CBRユニットの仕事として想定されるのは、

ロ 啓発

口 県レベルでのサービス調整

ロ各県でのパイロットプロジェクトの実施、等

|シリアのCBRに対するJICAの協力

• 2003年に開始。これまでに2名の長期専門家
(2003~2006年、 2008年~現在)、 10名の青年
海外協力隊員を派遣。

-現在、長期専門家1名が社会労働省CBR事務
所にて政府レベルで活動、青年海外協力隊3名
がダマスカス郊外県の4村で活動。

|政府による取り組み
・社会労働省CBR事務所がシリアにおけるCBR推進のた

めの政策を立案し、 CBR活動を指導。

圃 2005年、 CBRのための調整の仕組みとして国家CBR委
員会が設置された。
ロ構成員

岡政府省庁(社会労働省、教育省、保健省、情報省、宗教省、文化省、
国家計画委員会)

・大衆組織(婦人連盟、青年連盟、パイオニア組織、スポーツ連盟)
・圏内NGO(パナ協会(視覚障害者支援にシリア身体障害者協会)

. 国際NGO(サイード財団)
• JICAシリア事務所

-2009年に政府の計画として承認された「国家障害計画J
じl孟、しbKI手守俊t1t:I)!;')へさ取り1阻碍とし ι1iL直-..JIT勺

!I'lllれている。 町、山川 J! 

|政府による取り組み

政府省庁

中央レベル

|シリアのCBRに対する'JICAの協力

-目的
口障害者のエンパワメント

口政府及び地域において部門横断的な戦略を作ること

により、障害を主流化。

-アプローチ
ロ政府及び地域において部門横断的な連携の仕組み

づくり

ロ政府及び地織の能力向上

ロ地域のニーズlこ応じたパイロットプロジェクト実施支

ワ
臼



l関係者訪問やセミナーなどを通じたネットワーク

構築

いなプログラムを通じた社会参加の促進

スポーツ 手工芸

!.oh，川4刷.，.L. 山 a

行政によるCBR推進のあり方

矛盾?

・行政のアプローチ

瓦当斗Eず?RIlll地域 寸半官

+CBRのアプローチ

に玉互コ仁王互コ仁玉互コ仁玉互コ

外部の資源とのネットワーク構築

|シリアのCBRIこ対する]ICAの協力

-今後の取り組み
ロ各県CBRユニットの能力向上及び活動に対する助言

口 CBRユニットのメンバー等に対する日本やタイでの研

修の実施

ロ現在、青年海外協力隊の協力終了後も村でCBRが

続けられるよう、村のネットワーク作りに力を傾注。

ロ今後はCBRを国家的なプログラムとして推進するよう

政府レベルの協力に集中。

J!t!!' ! I ~ ~honun，'.，b，川4

行政によるCBR推進のあり方

-行政のアプローチとCBRのアプローチにはギャップ。

-しかし、 CBRのアプローチを実践することは、以下の条

件がない限り困難。

口意思決定が地綬にできるだけ近いレベルで行われる。

ロ障害者の自助活動が行政によって阻害されない。

ロボランティアや地域のサービス資源の，舌動が行政によって阻害
されない。

::<010 ~Iμ 
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行政によるCBR推進のあり方

• CBR推進のために行政は次のような取り組みがで、きる

のではないか。

ロ 行政の決定をできるだけ地域に近いところで行うようにする。

ロ行政各レベルで関係部局聞の調整の仕組みを作る。

ロ国内外の好事例の情報を提供。

ロ地域で対応することが困難な障害に対しては専門的なサービ
スを提供。

。地域の取り組みを認め、支援する。

。 CBRのための人材、 特にコーディネー告を養成する。

ロ地域の取り組みに対し財政支援(たとえばコーディネ-?zの費

用や拠点の整備維持費用)

:加"げ2l~ 付川川」胸， '.，b"'"，.1

I CBRI二対する国際協力のあり方

-政府ベースの協力
ロ省庁職員や県庁、市町村職員の能力向上

ロ政策立案に対する助言

ロ専門職の能力向上

口地域のキーパーソンの能力向上

-民間ベースの協力
口地域住民の啓発

口地域でやる気のある人を発見し、キーパーソンとして
あらゆる機会を通して能力向上

ロ障害当事者家族、地域住民に対する必要な技能を
1"'1穴 。、 )1日置、 W実 円じ副IJ'J.;f.、司臥フ"iJJ1]'I~木、ナλ 円一凡3且弓子ノ

CBRIこ対する国際協力のあり方

-民間ベースの協力を通じてやる気のあるキーパーソン
を発見。

-やる気のあるキーパーソンに対しては、政府ベース、民
間ベースのスキームを問わず、研修や交流プログラム
などへの参加、リソースパーソンとしての招聴など様々
な機会を提供することにより、意識を啓発し、エンパワメ
ン卜につなげる。

.こうしてエンパワーされた人材が行政部門職員の意識
を変革し、政策形成への影響力を行使するようになるこ
とが期待される。

"け1・12/1.[ 刻川川，'¥:"b"，，，r.，
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行政によるCBR推進のあり方

行政

鱒益の佼緩みづ〈り

2"1" :!/ I~ "白川i 人氷山n"r~

dBRIこ対する国際協力のあり方

政府(中央・地方)

途上国のCBRへの日本の関与のあり方

・政府ベースの協力と民間ベースの協力の連携
ロCBR推進に利用できる様々な資源がすでに存在。た

とえば、
JICAによる政策助言型技術協力、集団研修、国別研修、 青

年海外協力隊やシニアボランティアによる協力

・在外日本大使館の「草の根人間の安全保障無償資金協

力J

4華々 なNGOによる技術協力や資金援助等。

ロそれぞれの組織には得意分野及び不得意分野があ
るが、連携することにより補い合い、より効果を挙げ
ることが可能。

2・'111/2パ4



金上国のCBRへの日本の関与のあり方

-様々な国の聞のネットワークの構築
ロこれまで日本が協力してきた国には、日本の協力に

よって育成された多くの人材。

口それらの人材が他の開発途上国の人々との聞でアイ
ディアや経験を共有することが可能。

口それが相互のエンパワメントにつながる。

口日本の組織はこのようなネットワークの構築に主導的
な役割を担うことができるのではないか。

3・I"I!/l~
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箆襟セミナー rCBH-コミュニティ!こおげるインクjLsーシブ‘隷発を深めるj

(4)田畑美智子氏

rDanidaの能力開発プロジェクトとモンゴル盲人連合・そしてコミュニティJ

- デンマーク主導のプロジェクトと WBUAP

1990年代初頭よりデンマーク盲人協会ではDanidaの資金でアフリカや南アジアで

様々 なプロジェクトを展開してきた。 2005年開始のアジア太平洋地域の能力開発

プロジェクトでは、対象国の視覚障害者の生活向上を最終目標としつつ、対象国

が世界盲人連合の国際的な視覚障害者運動により積極的に参加することも目指

した。更に、持続性や有効性の観点より、世界盲人連合のアジア太平洋地域協

議会CWBUAP)を、プロジェク卜パートナーとすることとなった。

- プロジェクトの概要

対象国は当初、ラオス・カンボジア・モンゴルの 3カ国であったが、最終的にはカン

ボジアを除く2カ国となった。主な活動内容は、国レベルでのリーダーシップ研修と

フォローアップ、視覚障害女性フォーラムとそれに先立つ調査、 WBUAPからの参

加者を交えた共有化の会議や評価ワークショップ等。また、予算の 1割程度を各

国が立案し運営委員会が承認する小規模プロジェクト向けの資金として活用した。

- モンゴル国

気候が厳しい内陸国で、牧畜や軽工業、鉱業などが主な産業である。視覚障害

者は全国に 8千人から 9千人いると見られているが、全く異なる数値もあり余り信

想性が高くない。盲学校は首都に 1校あるのみである。主な就労は、主に日本か

ら導入したマッサージ、盲人連合の職員、|日ソ連ブロック時代の福祉工場の名残

のゲル工場なとやで、就業率は 1%か2%と低い。

- モンゴル盲人連合(MNFB)
プロジェクトの成果と有能な若しいjーダーの指導の下、 MNFBは着実に進化してい

る。政府へのロビー活動が功を奏し、小額ではあるが移動や補助機器への資金補

助が確保され、政府に Respectされている。財政的な持続性を図る一環で、やは

り海外の援助で作った FMラジオ局は、 MNFBの収入源であると同時に、有力なア

ドボカシーの媒体としても機能している。 FM局を通じた経済界との連携も模索し、

更にゆくゆくは地方にも展開し、視覚障害者の新たな雇用の場としても利用する計

画である。地方支部の立ち上げにも注力し、プロジェクトを通じ 13の支部が出来

た。

- 16 -



おけるインヲんーシブ努発を深岱るj

- 図書館がコミュニティにもたらしたもの

地方の支部の中には、小規模プロジェクトを活用し、点字図書館や情報センターを

作った。役所の一室を利用することで視覚障害者の存在が一般の人たちに目立

ち、地域住民が図書館や情報センターの様子を見学に訪れ、その中からやがて

介助や朗読・代筆のボランティアが生まれた。利用者は仲間を得て靴磨きのビジ

ネスを始めた。また、海外 NGOに支部からプロジェクトの企画書を出し受理される

までに至っている。民主的な当事者団体が国レベルで能力を開発することが、コミ

ュニティレベルで、のアドボ力シーを強化し、インフラなどの無い地方での視覚障害

者の地位向上に有用であることがよく現れている。

円
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ソフーシフs誇発を深主ちるj

(5)尻無浜博幸氏

rCBRは日本の地方で有効か?J

【現在、松本で取組んでいること】

1 . フランス鴨(バルバリ一種)と奈川そばを活用した、障害者就労の新しいモデルを構

築中である。取組みの中身は、保護雇用政策から一般雇用政策への転換を図る

べく、社会的課題の解決を目指し、事業性を意識した社会的就労組合を仕組化

することである。

2. 松本市地域包括支援センターと松本市独自事業である「福祉ひろば事業Jを通じ

た、地方行政の地域福祉を推進する試みに関与する。介護保険法により地域支

援事業が制度化された。一方、福祉ひろば事業は縁側機能であり、地区推薦で福

祉ひろばコーディネーターが配置されている。

3. 観光政策と福祉政策の2つの視点を融合したアクセシブル・ツーリズ、ムの実施に取

組んでいる。この取組みはバリアフリーのお庖を紹介したり、バリアフリーな観光地に

整えるつもりはなく、旅行者に必要と思われる情報を提供することでアクセシブルか

どうか判断してもらい、不足して部分を改善するツーリズムの普及を目指している。

4. 松本大学の留学生とプロジェクトを組み、スリラン力に高齢者のデイーサービスを提

供する拠点を作る。アジアの中でフィリピンに次いで2番目にスリラン力は海外出稼

ぎ労働者が多い国である。「リトルローマJ(ニゴンボエリア)という地域で、海外で働く

子と別々に暮らしている高齢化した親を対象とした高齢者福祉サービスを試みる。

【CBRとの関連性】

1-1. f地元の子どもを地元の学校にJ(インクルーシブ教育)=f地元のものを地元の

お庖にJ

1-2. 能力開発(キャパシティ・ビ、ルテ、イング)

1-3. 組織化を行う

2-1. 包括的モデル(医療モデル、社会モデル、人権モデル)∞地域包括ケア

2-2. 公共政策と市民政策との融合

「専門家たちが中核と考えるニーズ」と「地域社会の住民(障害者)のニーズ」は

マッチしていない
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3-1. CBRマトリックス:様々なものと組み合わせる、他の人たちとパートナーシップ

組む=人々の基本的なニーズは同じ

3-2. 開発の利益は首都や大都市に限られてしまう

3-3. ボトムアップ型の戦略

4-1. 個人や組織のエンパワメン卜を通じて地域社会に変革をもたらす

4-2. 非常に小さなパワーしかない当事者(足がかり)から始める

【まとめ】

・日本の制度論中心の福祉政策で、は、 CBRの発想lこ繋がりlこくい。

→ CBRIこ、自由なのびのびとしたソーシャルワークを期待している。

→社会開発型福祉:社会問題が処理される程度、ニーズが充足される範囲、

機会が与えられる程度

・「当事者意識」の視点とパートナーショップの展開は、コミュニティが有効で、ある0

. 途上国?

nu 



冨察セミナー iCB9-コミュニティにおけるインヲんーシブ;害発を深まうるj

(6)西尾雄志氏

「ボランティアと"意味"の変容ーハンセン病をめぐって」

- 報告事例ー早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター

ハンセン題プロジェクト

1. コミュニティ回復村でのワークキャンプ(夏冬実施、各 70名程度の学生渡航)

2. 学内におけるハンセン病啓発企画(写真展、講演会、ハンセン病啓発映画

上映など)

3. 全学共通科目 「人権と市民活動・ボランティアーハンセン病を通じて」

- ハンセン病の医学上の説明

・ハンセン病とは、細菌による慢性の感染症(慢性細菌感染症)のひとつ。

・慢性細菌感染病の場合、「菌の感染が起きても、発病にいたらず、体内で共

生状態になることも少なくなしリ

・ハンセン病を引き起こす「らい菌はきわめて病原性が弱いために、例え菌が感

染しても正常な免疫応答能がある人では共生状態にとどまり発病することはな

い」

・「現在の日本で、はほとんどの人がハンセン病に対して十分な抵抗力をもってお

り、例え菌が感染しても発病することはまず考えられない」

・ハンセン病にかかった人は、すべて手足や顔に外傷が出るようなイメージがあ

るがこれは誤解。現在は、世界保健機構(WHO)が推奨する多剤併用療法

(MDT)rこより、「らい菌」は数日で感染力を失い、ハンセン病は早期に治療す

れば後遺症をまったく残すことなく完治する。

和泉真蔵「医者の僕lこハンセン病が教えてくれたこと」シービ一アール

- ハンセン病問題の歴史

1943年特効薬プ口ミンの効果発表(アメリカ)

1996年らい予防法廃止

2001年ハンセン病違憲国家賠償訴訟原告勝訴日本におけるハンセン病政策

(終生共生隔離政策)の誤りを認める

2003年黒川温泉ホテル宿泊拒否事件多数の批判文書

2008年ハンセン病問題基本法成立ハンセン病療養所と地域社会のとの共生が課

題に
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十.~(!.._おげるインクんーシブ務発を深めるj

- ハンセン病問題の現在ー日本と世界

・日本療養所入所数 2717人(2008年)5月平均年齢約 80歳

・中国ハンセン病村人数約 18000人平均年齢約 70歳(2004年調査)

. 世界世界におけるハンセン病未制圧国数の推移

1985年 112力園、 1995年68力園、 2005年9カ園、 2007年5力園、 2008

年 2カ国(ネパール、ブラジル)(国数/各年初め)

f1991年に設定された制圧目標は 2000年末に世界レベルで達成されました。これ

に先立つ 1999年、 WHOと蔓延国政府は、国のレベルで 2005年末までに制圧を

達成するという新しい制圧目標を設定しました。現在この目標は世界 117カ国で達

成され、未達成の 5カ国も1，.....2年の聞には達成する見込みで、す」

(財)笹川記念保健協力財団『世界のハンセン病~2007 年

- ハンセン病問題の所在

ハンセン病問題の三則面

1. 医学問題としてのハンセン病問題ー一一一一一一一一一一一ー治療法の確立

2. 国家政策の問題としてのハンセン病問題一一一一一一一一一一一国賠訴訟

3. 社会問題(差別と偏見)としてのハンセン病問題一一一一一一一一一一一?

病い (illness)、疾患 (disease)、病気 (sickness)[Kleinman 1988]。

「病いJ:その病を病んだ人、もしくはその家族など身近な人にとっての意味(患者やそ

の家族、もしくは社会にとっての意味)

「疾患J:治療者にとっての意味(医者にとっての意味)

「病気J:よりマクロ社会的(経済的、政治的、制度的)な影響力と関係において捉えら

れた意味

Kleinman， Arthur， 1988， 7万e///ness Narratives .' Suffering， Hea/ing and the Human 

Condition， Basic Books. 

(=1996，江口重幸他訳『病いの語りー慢性の病いをめぐる臨床人類学』誠信書房)

①患者やその家族、社会にとってのハンセン病の意味

②医学的問題としてのハンセン病の意味(医者にとってのハンセン病の意味)

③国家政策としてのハンセン病の意味(国家にとってのハンセン病の意味)

一それぞれの意味の変容と、今日的課題

ワ臼



- ハンセン病における人権教育における座学教育の限界

科目「人権と市民活動・ボランティア」における学生発表…黒川温泉ホテル宿泊拒否

事件

実際会ったこともない。当事者を知らない。「差別する/される」を考えるにあたって、

どちらの主語もみあたらない・・・。

「怖いという壁は、平凡でありふれた『普通さ』が切り崩していた。教科書はハンセン病

の特殊さを教えてくれたが、普通さは教えてくれなかった。ところが出会いは、初めて

彼らの普通さを教えてくれた」

- ワークキャンプと意味の変容

ボランティアのふたつの社会的機能

「行政サービスの行き届かないところ」に手を差し出すボランティア

「行政を変革してし、くボランティア」アドボ力シー

もうひとつ、「世界を認知し、名づ、ける方法J(アルベルト・メjレツチ)

一一一ボランティアと「意味・シンボル」

・ワークキャンプを受け入れたハンセン病回復村村長の反応

. 学生の反応

・ハンセン病回復村周辺住民の反応

- ワークキャンプ実施体制他団体との協力

・現地受け入れ団体:

中国 NGor家-JIAJが中国大学生をコーディネート

- ボランティア再考「ボランティアに愛はあるのか?J

・学生に問うと…

・結婚

・手をつなぐ

- 公衆衛生上の問題としてのハンセン病の終駕と教育機関の役割

ー学生にしかで、きない国際協力

ハンセン病問題の今日的所在

啓発活動、その担い手は? 国家?メテ、イア?教育機関??
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c.講師プロフィール

チャパル カスナビス

(1) Chapal Khasnabis氏
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PROFILE 

1979 年、インド・ムンバイの AIIIndia Institute of Physical Medicine & 
Rehabilitationの義肢装具エンジニアリング、学部を卒業。その後、インド社会福祉省下

の国立身体障害者研究所(NationalInstitute for the Orthopedically Handicapped)の

創立メンバーの一人として参画し、バイオ・エンジニアリング、部長まで、務めた。

15年間の在職中に義肢装具分野の学位取得コースを創設。 1994年に退職し、

モビリティ・イン子、イア(MobilityIndia)という NGOを設立。大きな成功を収めている。モビ

リティ・インディアは今日で、は特にアジア、アフリカの途上国の障害とリハビリテーシヨンに

関する重要なリソース・センターになっている。

多くの国際NGOに協力し、ネパール、パングトラテ、シュ、スリラン力、モンゴル、ベトナ

ム、ガイアナ、シエラレオネなどを含む多数の途上国で、援助活動を行った。

現在は、世界保健機関 (WHO)の暴力・傷害予防・障害課 (Departmentof 

Violence and Injury Prevention and Disability)の障害とリハビリテーション・チームの技

術専門職(Technical officer)として、 CBRと福祉機器の普及に取り組む一方で CBRガ

イドライン作成に尽力している。各国政府、現地 NGOや国際 NGO、国連機関との 30

年以上にも及ぶとの協働経験を活かしながら、リハビリテーション・サーヴィスへのアクセ

ス促進、障害者の移動アクセスの向上、 CBRと他の開発部門との連携に貢献してい

る。

η
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ラジャ ブラタップ クマール

(2) Raja Pratap Kumar氏

翠聾
Elimination of Rural Poverty (IKP)プロジェクト・マネージャー

1967年 4月 1日、 AndhraPradesh (アンドラ・プラテ、シュ)州 Malakapalli村に生

まれる。英語名:Raja Pratap Kumar Chuttugalla。西 Godavari地区にて初等・高等教

育を受ける。 1993年、 Nagarjuna大学にてソーシャルワーク修士号を修得。

〔修士論文 Socio& Economic conditions of the RELしI(Manual Scavangers) 

Community in VUayawadaJ 

【主な活動内容】

1993年 YMCA Hyderabadのストリート・チルドレン・プロジェク卜lこて、ソーシャル・ワー

力ーとして勤務。

1994年 GirUan Rural Development Society， Orvakal Kurnoolのプロジェクト・オフイ

サーとして、少数民族やダリット女性の自助グループ運営促進に携わる。

1995年'"'"'2000年

Vegesna F oundationでは、プロジェクト・コーディネーターとして、スラムや

農村に住む障害児のための活動に従事。周辺の村々にCBRを導入する。

2000年'"'"'2003年

COMMITMENTSのプロジェクト・コーディネーターとして、 CBRを実施。アンド

ラ・プラテ、シュ州政府は、このCBR事業の成果を認め、全州でCBRを展開

すると決定し、世界銀行の支援を得る。

2003年より、世界銀行の貧困削減事業(2003年'"'"'2008年)の実施団体である

Elimination of Rural Poverty (IKP)のプロジェクト・マネージャーとして、 CBR運営全般

(計画、実施、モニタリング、評価)Iこ携わっている一一農村レベルで、は自助グループ、

地区での連合体など、コミュニティー組織の形成、持続的成長のための支援、スタッフ

の評価と教育を行う。また、知的障害者のための特別学校 AASHADEEPや、障害をも

っ貧困者や孤児のための家 ASAARAを運営する連合運営者や文化委員会のマネー

ジメント力強化に努めている。
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(3) 中村信太郎氏

翠韓
独立行政法人国際協力機構(JICA)シリア CBR事業推進プロジェクト専門家

PROFILE 

1965年生まれ。 1987年東京大学法学部を卒業し、厚生省(当時)に入省。大

臣官房、薬務局(当時)、障害保健福祉部等での勤務、米国コロンビア大学大学院へ

の留学(経営学修士)、京都府保健福祉部、国家公務員共済組合連合会病院部等

への出向を経て、 2004年から2007年まで、ラオス労働社会福祉省政策アドバイザ一。

2007年厚生労働省大臣官房企画官、 2008年同省を退官後、同年より JICA

(独立行政法人国際協力機構)長期専門家としてシリアにて CBR推進に従事。

た ばた みち

(4) 田畑美智子氏

墨堕
世界盲人連合アジア太平洋地域代表執行委員

社会福祉法人日本盲人会連合国際委員

PROFILE 

・筑波大学附属盲学校(現・筑波大学附属特別支援学校)高等部普通科卒業。

在学中、米国テキサス州立盲学校に 1年留学

・明治学院大学文学部英文学科卒業後、民間金融機関に就職、現在に至る。

海外の視覚障害者との交流など、に関わる傍ら、環境・貧困・人権等の NGOに参加

• 2003年より日本盲人会連合国際委員として世界盲人連合の活動に参加

・2004年"-'2008年、世界盲人連合アジア太平洋地域協議会会計担当理事

• 2008年~、世界盲人連合アジア太平洋地域代表理事、東アジア地区委員長、機

関紙編集長
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(5) 尻無浜博幸氏

翠聾
松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科准教授

PROFILE 
鹿児島県阿久根市出身。職歴は、介護福祉土養成校の専任教員や病院の管理

運営者を経て、平成18年4月より現職。専門は社会福祉学(障害者雇用)。研究課題

は、地域ケアシステムとソーシャル・ビジネス。

その他職として、長野県ボランティア地域活動センター運営委員、松本市福祉ひ

ろば(地域福祉)専門員会長、アクネ大使など。

主な著書は、社会福祉士シリーズ「福祉行財政と福祉計画J(弘文堂)、社会福

祉士国家試験対策用語辞典など。昨年8月で通算8年間、インド/コルカタのマザー・

テレサの施設「死を待つ人の家Jでボランティア活動をしている。

(6) 西尾雄志氏

翠聾
早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター助教

PROFILE 
早稲田大学大学院社会科学研究科博士課程満期退学。同大学平山郁夫記念

ボランティアセンター客員講師(インストラクター)、社会科学総合学術院助手を経て現

職。専攻はボランティア論、社会運動論。早稲田大学ボランティアセンターでは、ハン

セン病問題プロジェクトを担当。

学生時代より FIWC(フレンズ、国際ワークキャンプ)関東委員会メンバーとして、ワー

クキャンプ(労働奉仕型ボランティア活動)に参加。現在は、中国のハンセン病回復村

でのワークキャンプ活動の支援に携わる。ハンセン病回復者と若者との交流を描いた

ルポ「散るもよし今を盛りの棲かな」で、第 17回週刊金曜日ルポ大賞優秀賞受賞。

主な著作として、「意味、シンボル、ボランティアー中国ハンセン病村における活

動」田村正勝編著『ボランティア論-共生の理念と実践J(ミネルヴァ書房)、「ボランテ

ィアにおけるアイテ、ンテイティ構築の両義性-W新しい公共空間』と大学ボランティアセ

ンターJWボランティア学習研究第 8 号~(日本ボランティア学習協会)、編著として『ワ

ークキャンプーボランテイアの源流~(早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター)

などがある。
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D.コーディネータープロフィール

た か ね ゆたか

(1) 高嶺豊氏

翠墜
琉球大学法文学部教授

PROFILE 

1948年沖縄県に生まれる。

17歳の時体操の練習中に鉄棒より落下、脊髄を損傷し下半身麻痩となり、以後

車いすを使用する。 1974年に州立ハワイ大学に留学、心理学学士号修得後、保健

学とソーシャルワーク学の修士号を修める。卒後、ハワイ自立生活センターで主任カウ

ンセラーとし4年間務める。

1985年に帰国、日米の障害者運動の掛け橋的な活動に従事する。 1987年か

ら3年間横浜市総合リハビリテーシヨンセンターに勤務。 1990年より、障害者問題専門

官としてタイ、バンコクの国連アジア太平洋経済社会委員会(エスキャップ)の社会開

発部に赴任し、アジア太平洋地域諸国の障害者政策の樹立促進、障害者自身の自

助運動への支援、障害者団体の組織化等に活躍した。

また、 1993年から始まった「アジア太平洋障害者の10年」の事務局の責任者と

して、その推進に寄与した。また、延長されたアジア太平洋障害者の10年(2003年

一 2012年)の枠組みで、あるビワコミレニアムフレームワークの作成の中心的な役割を

果たし、 2003年3月に国連エスキャップを退官する。 2003年4月、琉球大学法文学

部教授に就任する。
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(2) 沼田千野子氏

嘉盟
社団法人日本発達障害福祉連盟理事・事務局長

PROFILE 

・最終学歴: 日本福祉大学大学院国際社会開発研究科修了・社会的活動: JICA障害者支援課題別支援委員、 NHK厚生文化事業団評議

員、 JNANNET幹事等

・国際協力事業主な活動: JICA集団研修事業「地域住民による知的障害者支援

コース」コース・リーダー、知的障害者の就労の場としてのベーカリー建設事業(フ

ィリピン)プロジェクト・マネージャー、 CBRコーテ、イネーター養成事業(タイおよび、カン

ボジア)プロジェクト・マネージャー、ホンデユラス自閉症児療育技術移転事業プロ

ジェクト・マネージャー、 JICAf障害児の親の欝に関する比較文化(タイ、マレーシ

ア、コロンビア、ブラジル)研究」事業コーディネータ一、「地域住民による知的障害

者支援+地域開発事業(カンボジア)Jプロジェクト・マネージャー等

- 28 -
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日本が関わる

途上国での障害関連

コミュニティベースの活動

事例紹介

-29 -



1.家工作営志願者協会

担当者:原田煉太郎

連絡先: オフィス:+86(0)20 34 02 56 67 

携帯:

住所:

+86 159 89 15 42 21 

中国広東省広州市海珠区新港中路 489号佳信花園 C4棟 1602室

ウェブサイト(目下中国語のみ):http://www.jia-workcamp.org 

1. 関わる地域:中国華南地方 5省(広東、広西、湖南、湖北、海南)のハンセン病快復村 49

箇所と学校 13箇所

2. 関わり方:ワークキャンプ

3. 事業概要

① 事業背景

中国のハンセン病快復村は主に 1960年ごろより建設されたハンセン病隔離治療

施設で、建設後約 50年を経て多くの施設の老朽化が激しい。そこには、ハンセン病は治

癒しているが、差別のために実家に帰ることができないハンセン病快復者が住む。平均

年齢が 70歳に近い彼らは政府からのわずかな生活費では暮らしていけず、ハンセン病

の後遺症に伴う障害を持った身体で薪での炊事、農業などを営みながら、外部との接触

を避けつつ余生を終わろうとしている。

JIAが関わる学校は様々で、少数民族の学校、出稼ぎ労働者の子女が通う学校、

孤児が多い学校、職業学校、農村の学校などがある。それぞれの学校で多く見られるの

は、両親との関係に悩む子供たち、学業への意欲がない子供たち、視野の限られた子供

たち、自分に自信が持てなくなっている子供たちなどだ。

② 目的

コミュニティで、生活する人々が、自分のコミュニティ内に存在する問題を自分自身の

問題として捉え、自分のコミュニティ内の資源と協力して、自分たちの手で解決して

いくこと。

- それを実現する手段としてのワークキャンプを、ニーズのある場所にもたらし、各コミ

ュニティをつないでいくこと。

・こういった活動を手弁当で、行うなかで、ボランティアたちがかけがえのない楽しみを

見出すこと。
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③ 事業内容

・活動の担い手:

J ワークキャンプの主催者・参加者としての会員(ボランティア)約2500名

J 会員のパックアップ(情報、トレーニング、組織内外のネットワーキング)

を行うオフィシャルスタッフ/インターンシップ9名

・事業対象地の人口:現在直接の対象地はハンセン病快復村と学校なので、その

地域の人口については不明。

・受益者数:5省のハンセン病快復者約 1500名、学校の子供たち約 1000名。

(ハンセン病快復者は高齢であるため、将来の受益者数は次第に減少すると思わ

れる。学校でのプロジェクトが増加するlこ伴い、受益者の子供たちはここ数年で

500-1000名増加すると思われる)。

・ワークキャンプはボランティア活動のひとつで、一般的に 20-30名のボランティア

がハンセン病快復村、学校などのキャンプサイトlこ 1-3週間止まりこみ、現地の

人々 と生活を共にしながらプロジェクトを行う。プロジェクトlこは建設性のもの(家屋

建て替え、シャワー室、トイレ、水道などの設置)、現地の人々との交流活動、教

育ワークショップ、家事の手伝い、啓発活動など、現地の人々のニーズに合わせ、

ボランティアの発想で設計している。

4. 特記事項

・1牢/fJ(lffllJ 2002 AF):広東省潮州市リンホウ村(ハンセン病快復村)で日本人に

よりワークキャンプが開始される。

・2 AF/fJ (lffllJ 2009宅):中国人がワークキャンプに参加し、ワークキャンプの主催、

調査が行われる。

・9 AF/fJ(lffllJ 2004牢J:キャンプサイトの増加(7箇所)に伴い、第一回ワークキャ

ンプの国際ネットワーク会議が広東省広州市にて開催され、 Joyin Action (JIA)が設

立される。

・4AF/fJ (lffllJ 2005字JJ
./ JIAワークキャンプ地域委員会を設立し、発展させる。(広東省広州市、湛江

市)。

〆 ハンセン病快復村調査(広東省、広西壮族自治区、雲南省)。

J 第二回ワークキャンプの国際ネットワーク会議開催(広東省番高市)

• 5 AF/fJ(lffllJ 2006 AF): 
J ハンセン病快復村調査(広東省、広酉壮族自治区、雲南省、湖南省)。

J 第三国ワークキャンプの国際ネットワーク会議開催(広西壮族自治区桂林市)

-31ー
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• 6年目〈西暦2007年):

J ハンセン病快復村調査(広東省、広西壮族自治区、雲南省、湖南省、貴州

省)。

〆 第四回ワークキャンプの国際ネットワーク会議開催(雲南省昆明市)0

J 学校キャンプ開始。

〆 JIAワークキャンプ南寧委員会設立。キャンプサイトの増加(58箇所)0

• 7年巨〈西暦2008年):

〆 ハンセン病快復村調査(広東省、広西壮族自治区、雲南省、湖南省、四川省、

海南省)。

〆 第五回ワークキャンプの国際ネットワーク会議開催(広東省番高市)。

〆 JIA組織改革。

・8年目(西暦2009年):

〆 香港で社団法人登録完成。

〆 会員制開始。

J ハンセン病快復村調査(広東省、広西壮族自治区、湖南省、湖北省、海南

省)。

〆 第一回 JIA会員代表大会(1日ワークキャンプの国際ネットワーク会議)開催(広

西壮族自治区南寧市)。

5. プロセスからわかったこと

ハンセン病快復村にてボランティアが自主的・継続的に活動していくことで、村の生活環境

が整ってし、くた、けでなく、その行動によって周辺地域の人々の聞に次第にハンセン病への科学

的知識と理解が深まっていき、隔離村に人の流れが生まれ、ハンセン病快復者の一時帰省な

ども実現している。

またこの過程で、もともと強靭な精神力の持ち主であるハンセン病快復者たちは、学生中

心のボランティアとの深い個人的な関係に支えられ、偏見・差別を乗り越えてその精神力や生

き様を開花させ、ボランティアを鼓舞し、ボランティアが社会の様々なアクター(政府、企業、慈

善機構、病院、個人など)に働きかける原動力となり、社会を動かし始めている。

一方、学校でのプロジェクトで、は、ハンセン病快復村で、培ってきた人と人とのツナガリを重視

する方法を応用し、子供たちのニーズを満たすプロジェクトを開催し、ボランティアと子供たちの

聞に深い信頼関係を生み出し、子供たちが視野を広げ、周辺の人間関係を改善し、学業に励

むよう動機付けることに成功しつつある。
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6. 現在の課題

オフィシャルスタッフと会員(前線のボランティア)との距離を埋め、信頼関係を取り戻し、

志を伝えなおすことが急務となっている。その背景には、オフィシャルスタッフが2008-2009年

の組織改革とそれに伴うマネジメントシステムの整理に勤務時間の大部分を費やし、ボランティ

アたちと共に汗を流して働く時聞をとることが出来なかったことにある。また、オフィシャルスタッ

フの人数が不足していることも原因となっている。

さらに、向こう二年間、 JIAの本土化(中国化)を完成させたい。 JIAは現在、中国大陸にて

法人登録がなく(中国では法人登録制度はあるが、実質登録不可能)、資金源の 80%以上を

海外に依存し、代表が日本人である。中国の多くの NGOが行っているように企業法人登録をし、

組織を合法化し、資金源を次第に中国の個人ドナーに移行し、中国人が代表に就任すること

が必要だ。

7. 今後の展望

現在 JIA理事会(意思決定機関)は組織の本土化に力を注いでいるため、今後の展望に

ついて理事会で議論されることは多くない。今後、 JIAの本土化に成功し、それまでにマネジメン

トシステムがさらに改善されていれば、ハンセン病快復村や学校だけでなく、その他の分野での

ワークキャンプも考えられる。

8. 参考資料

・西尾雄志編著『ワークキャンプーボランティアの源流』早稲田大学平山郁夫記念ボラ

ンティアセンター、 2009年

・早稲田大学校友会『早稲田学報~ 2009年 12月号

・田村正勝編著『ボランティア論共生の理念と実践』ミネルヴァ書房、 2009年

・日本経済新聞社編 rJレポ日本の縮図に住んでみる』日本経済新聞社、 2010年

. 熊本日日新聞社編『ハンセン病とともに心の壁を越える』岩波書庖、 2007年

・阿木幸男編『ボランティアパワー~ (はる書房)(2010年 2月出版予定)

・西尾雄志「ハンセン病回復村一学生ボランティアと意味の変容Jr障害者の福祉一ノー

マライゼーション 8 月号~ 2009年.(pp.52-54) 

・西尾雄志「中国のハンセン病に対する日中学生たちの取り組みJ(2005年 5月)

(日中医学協会)(日中医学第 20巻 1号)

・西尾雄志「中国のハンセン病快復村で心をつなぐ日本人学生たちJ (2007年 3月)

(r女性のひろば~No.337)

・WHO親善大使ニュースレター:

http://www川ppon-foundation.or .jp / eng/ 2 jcahjOOOOO 5bps8 -att/ 8 f 0 j 6k 0000057 dz 5 .pdf 

. ロックフエラー兄弟財団:

http://www.rbf.org/close_ups/close_ups_show.htm?doc_id=839865 

3 . 広州共青団: htt恥p杭:!μ/www.54cαcn.n川.rハne剖t/刈xtyw/九arバti恥刷iぬ凶cl恰e息.おp昨?a釘rti山州iぬ凶cl恰凶eld二斗10ω61悶32幻
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2.独立行政法人国際協力機構 JICA

担当:人間開発部社会保障課

連絡先:干151-0066東京都渋谷区西原 2-49-5

電話: 03-5226-6659 Email: jicahm-disability@jica.go.jp 

1. 関わる地域: シリア・アラブ共和国ハラン村、力フリーン村、ジュダイデ村、ヒジャーネ村

2. 関わり方: プロジェクト支援

3. 事業概要

① 事業背景

|事業地概要|

中東に位置する人口約 1900万人の因。一人当たりGDPは約4000ドル(購買力平

価。 UNDデータ)で、日本の約七分の一。障害者には法律により各種公的サービスを提

供されることになっているものの、実際にはサービスは十分ではなく、家族による援助、民

間慈善団体による援助やサービスが大きな役割を果たしている。

現在同国においてJICAがCBRとして支援しているのはハラン村、力フリーン村、ジュ

ダイデ村、ヒジャーネ村の4村(いずれもダマスカス郊外県に属する。)。どの村も首都から

車で一時間足らずのところにあり、公共交通の便もよいことから、首都やその周辺の会社

や工場、学校に行く者も多く、医療等の公共サービスを首都で受ける場合も多い。ただ、

首都に近いとはいえ、首都に比べて全体的に貧しく、人々の意識は保守的、血縁が強い

伝統的社会である。

|支援要請背景|

シリアにおいては、都市部では不十分ながらも政府や地元NGOによる医療や教育支

援、職業訓練などのサービスが提供されているが、それらのサービスはほとんど農村部の

障害者に届いていない。以前 ILO(国際労働機関)の出資と指導の下、社会労働省が

1997年からの 2年聞に地方農村部の障害者を対象とした職業技能訓練及びマイクロク

レジットを行ったが、プログラム機関の終了とともに活動は停止した。社会労働省は、主に

農村部の障害者支援のため CBRを導入することとし、我が国に技術支援協力を依頼し

た。

これを受けて JICAは2003年 10月より 3年 2ヶ月聞にわたり長期専門家 1名を

派遣するとともに、村レベルでCBR推進のための活動を支援するため JOCVを継続的に

派遣してきた。一方、社会労働省は専門家の働きかけもあり、 2005年には国レベルで

CBRに係る企画・調整を行う仕組みとして国家 CBR委員会及びCBR事務所(社会労働

省の一部局)を設置した。そこで、 JICAは2008年8月新たな専門家 1名を派遣し、 CBR

事務所に対し CBRに関する国レベルの調整、 CBRを全国に展開するに当たっての計画

4
且

τ内‘υ



/ r 

作成等につき助言を行ってきた。なお、その聞もJOCVを派遣することにより、村の障害者

の社会参加促進、村で、の障害者支援のためのネットワークづ、くりを支援してきている。

② 事業内容

匝v/'(JL.-I
・主な活動

J 長期専門家が社会労働省 CBR事務所とともに、現在プロジェクトを実施している

4村に係る調整、今後の CBR全国展開に向けての企画立案・調整を行っている

ほか、今般社会労働省が各県に設置した CBRユニットに対する研修等を計画し

ている。各県 CBRユニッ卜は県レベルでCBRを進めるために県庁に設置されるも

ので、福祉、保健、教育担当の県職員らのほか、地元の代表的な障害関係

NGOがメンバーとなっている。

・主な関係者

J 国家 CBR委員会(国レベルの調整メカニズム。社会労働省、保健省、教育省、

宗教省、政党関係大衆組織、圏内 NGO、JICA等により構成。)

〆 社会労働省 CBR事務所(所長含め計 3名)

J 保健省リハビ、リテーション担当部局

〆 教育省インクルーシブ教育担当部局

〆 婦人連盟(政党関係の女性大衆組織)

〆 パイオニア組織(政党関係の児童大衆組織)、等

. 事業対象者

〆 国レベルでは CBRを推進するための調整及び全国的な仕組みづくりを担当して

おり、障害者を直接の対象者とはしていないが、今後各県の CBRユニットの活動

が本格化すれば農村部を中心としたシリアの障害者全体が対象となる。

It-tv/'(JL.-I 

・主な活動

〆 JOCVが首都近郊の 4村において手工芸活動やイベントなどを通して障害者に

社会参加の機会を与えるとともに、村の有志を CBRボランティアとして育成して

いる。同時に、 CBRコーディネータ(社会労働省CBR事務所現地駐在)とともに、

セミナーの開催や村の関係者との日常的な接触を行うことにより、障害者支援に

対する住民の意識を啓発し、関係者聞の連携を促進している。また、専門的サ

ーピ、スを必要とする障害者に対し首都で、の専門的サーピ、スの紹介などを行って

いる。
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- 主な関係者(村によって異なる。)

〆 社会労働省 CBR事務所現地駐在(1名)

〆 CBRボランティア(約 80名)

J 地元婦人連盟幹部

J 地元パイオニア組織幹部

〆 地元 NGO幹部

〆 地元村長

〆 地元宗教指導者

〆 地元小学校長、等

. 事業対象者

J 現在4村(人口計約3万人)で行っている活動のうち、手工芸、グループ学習等

は直接障害児・者を対象としており、参加している障害児・者は 80名程度。

〆 村の関係者(村長、学校長、宗教指導者、 NGO幹部等)の連携を進める活動は、

4. 特記事項

障害児・者を直接の対象とはしていないものの、このような活動は村の障害児・者

全体を支えることを目的としている。

2004年 1月にまず3村(ハラン、ジュダイデ村、ヒジャーネ村)に活動を開始したが、開始

に当たっては障害者実態調査、個々の村の状況に応じた CBRプログラムの策定、 CBRボラン

ティア育成のための勉強会を実施し、村役場や青年同盟(政党関係の青年大衆組織)、婦人

連盟や学校等と協力しながら、意識啓発活動、家庭訪問、障害児グループ学習、女性の工ン

パワメントのための活動などを行った。

2年目 (2005年)にはCBRプロク、ラムの定着へ向け、村での活動と同時に、県レベルの部

局や婦人連盟等の大衆組織等と連携し、 CBRの概念の普及、インクルーシブ教育の推進、サ

マーキャンプの実施などをいった。また、新たに 1村(力フリーン村)での活動を開始した。このよ

うな実績が国レベルでも評価され、 CBRを国レベルで推進していくため、関係省庁や団体の連

携・協力の仕組みとして CBR国家委員会の設置が承認された。

2006年から 2008年までの聞は、社会労働省の組織改編やレバノン紛争の影響も重なり、

国家 CBR委員会の活動は停滞していたが、その聞もプロジェクト村では JOCVや CBRボランテ

イアたちが中心になって障害児・者の社会参加のための活動が続けられるとともに、国レベルで

も青年同盟や婦人連盟など研修やイベント、 WHOと共同してのCBRワークショップ(2006年 12

月)などが実施された。

2008年再び専門家を派遣して以降、 2009年には約 2年ぶりに国家 CBR委員会会合が

開催され、新たに策定された国家障害計画で CBRが国の政策として位置づけられ、各県に

CBRユニットが設置されるなど、国レベルでCBR推進の再活性化が図られた。また、プロジェクト

各村での JOCVの活動も、これまでどちらかといえば JOCV主導で、行ってきた活動を CBRボラ
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ンテイア主導で行うことができるよう、 CBRボランティアの企画・調整・実施能力を強化するととも

に、地域の様々な関係者が自分たちの日常の活動の中で障害児・者を支えることができるよう、

地域の行政、教育、保健医療、慈善団体等への働きかけやネットワーキング、!こ重点を移してい

る。

5. プロセスからわかったこと

本プロジェクトは WHOからも高く評価されており、今後の JICA事業における CBRの取り組みに

大いに参考となるケースであるが、この成果を得た要因として特に以下の3点が挙げられる。

① 地域レベル・国家レベル双方での取り組み

専門家はパイロットプロジェクトの実施により地域レベルで、の実績を定着・拡大させるととも

に、国家レベルでの CBRの推進を目指した他機関との調整や組織作りに取り組んだ。シリ

アの行政組織は縦割りであり、地域で関係者が連携する場合に国レベルの必要となるこ

とがしばしばである。そのため、社会労働省や関係省庁、関係団体に働きかけ、国レベル

での連携を進めるメカニズムとして国家 CBR委員会が設置された。

② 地域でのコーディネータの存在

CBRへの取り組みが盛んな村では、村内の各関係者や障害児・者、家族に働きかけ、関

係者の連携や障害児・者の社会参加を促進するコーテ、ィネータが大きな役割を担ってい

る。その際、コーディネータの機能を担う者として特に期待できるのは、障害者自身又は

その家族であり、たとえば、ある村のコーディネータは当初CBRボランティアとして参加して

いたが社会労働省 CBR事務所に雇用され現地』駐在となった者で、あり、他の村では当初

障害者として活動に参加していた者が CBRボランティアとして力をつけ、リーダーとしてコ

ーテ、ィネータ機能を担っている。

③ 大衆組織との連携

地域に強力なネットワークを持つ政党大衆組織(青年同盟、パイオニア団体、婦人同盟)

に働きかけることにより、 CBRに関する理解の向上を図った結果、これらの組織がプロジェ

クトの強力な支援者となった。地域の障害児・者はこれら組織の活動に参加し、組織のメ

ンバーと交流することにより、相E理解を深めている。

6. 現在の課題

① 障害児・者を支える地域の関係者の連携強化

プロジェクト村においては、 CBRについて、障害児・者を対象とした JICA主導の特別な活

動と認識されている傾向があることから、地域の関係者がそれぞれの日常活動の中で連

携して障害児・者を支えることができるよう、その意識の向上、連携の強化が必要である。

また今後 CBRを全国展開する上でも、各地域で関係者の連携強化が必須である。
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地域で障害児・者を支えるためには、障害児・者自身及び地域の関係者の意識を向上さ

せるとともに、障害児・者のニーズをすくい上げ、地域の関係者に働きかける役割を担うコ

ーデイネータが不可欠である。プロジェクト村で、のコーデ、イネータ機能を果たしている者の

能力をさらに高めるとともに、今後 CBRの全国展開に当たっては地域でコーテ、イネータ機

能を担う者を育てる必要がある。

③ 障害者のエンパワメン卜

村によってはコーテ、イネータ機能を果たす障害者が出てきたものの、全体として障害者は

受身であり、障害者聞のつながりも弱く、自らのニーズを明確化して状況改善に向けて各

関係者に働きかけられるには至っていない。障害者のエンパワメントを進めるため、引き続

き地域の障害者に働きかけるとともに、障害者が自由に集まって意見交換ができる場所

の確保などを進める必要がある。

④ 県レベルでの連携の強化

シリアの行政は縦割りの傾向が強く、地域の様々な資源を活用するに当たっては県や国

レベルで関係者の調整が必要となることがしばしばである。現在国レベルでは国家CBR委

員会や社会労働省CBR事務所が調整の役劃を担っているが、今後県レベルでの関係部

局の連携を強化する必要がある。

⑤ 地域と県、県と国の聞の連絡・調整の強化

地域と県、県と国との聞に CBRに関する連絡・調整の仕組みがないため、地域で解決で

きなかった問題が解決されないまま放置される虞がある。そのため、地域と県、県と国の

聞の連絡・調整が円滑になされるよう、連絡・調整の仕組み整備、それぞれの県や国の

担当者の意識向上が必要である。

7. 今後の展望

2009年末に各県にCBRユニットが設置されたところであり、社会労働省CBR事務所が行

う研修に協力するとともに、各県 CBRユニットが社会労働省 CBR事務所と連携しつつそれぞれ

の地域に合った活動ができるよう、 CBR事務所と各県 CBRユニットの連絡・調整の仕組みづくり、

CBRユニットメンバーの能力向上、各県 CBRユニットの活動に対する助言などを行うこととして

いる。

また、現在 JOCVが活動している村については、 JOCVがいなくなっても地域で、障害児・者

を支えることができるよう、各村でコーテ、イネータ機能を担っている者と協力し、 CBRボラシティ

アの能力向上、役場や学校、保健所や慈善団体等の関係者への働きかけやそれらの連携の

促進に努めることとしている。
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【活動を示す写真は次のとおり】

地域の関係者への働きかけ(ハラン村)。左より 2人目が地域のコーテ、イネ一夕、 3人目が地域開発

センター長、 4人目が JOCV、右端が地元慈善団体幹部。

視覚障害のある児童たちに点字を教える CBRボランティア(ヒジャーネ村)。なお、彼女自身も脳性

まひによる障害がある。
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3. 独立行政法人国際協力機構 JICA

担当:人間開発部社会保障課

連絡先: 干151-0066東京都渋谷区西原 2-49-5

電話: 03-5226-6659 Email: jicahm-disability@jica.go.jp 

2. 

3. 

関わる地域: スリランカ国アヌラーダプラ県ラージャンガナヤ郡

関わり方: プログラム支援

事業概要

① 事業背景

② 

|事業地概要|

スリラン力の北中部に位置し、農業を主な生業とする人々が生活する地域である。ラ

ージャンガナヤ郡内には21の村が存在する。

|支援要請背景|

スリラン力における従来の障害者支援施策は、施設収容型が主流で、障害者の生活

の特定部分を改善するためのサービスのみが行われていた。 1994年から CBRへの取り

組みが開始され、主管官庁である社会福祉省は、 CBRワーカーをはじめとする CBRの担

い手育成が急務と考え、積極的に WHOのマニュアルを用いたトレーニング、等を行ってきた。

しかしながら、トレーニングを受けた人材がその成果を草の根レベルで実践し、住民のエン

パワーメン卜につなげてし1くといった体制にはなっていない。

スリラン力における社会福祉分野の JOCVの活動は、 1984年より行われてきたが、社

会福祉省の方針に沿いコミュニティー開発の様々な活動において障害者の参加を促すこ

とを目的として、 2004年よりJOCVのCBRへの集中的なボランティア群派遣が開始された。

現在、フィールド調整員のもと、現場で活動を続けている隊員は、村落開発普及員1名、

養護1名、ソーシャルワー力一1名、青少年活動1名、理学療法士1名の計5名である。

事業内容

• 

• 
• 
• 

関係機関/者:社会福祉省CBRユニット、北中部州政府、アヌラーダブラ県事務所、

ラージャンガナヤ郡事務所(郡次官・社会福祉担当官・貧困対策担当官・青少年担

当官などにタンブツテーガマ教育事務所(ラージャンガナヤ地区教育長・特殊教育

主事)、ラージヤンガナヤ郡内の小学校、障害者およびその家族、青少年グループ、

CBRボランティア、地域住民など

対象地の人口:ラージヤンガナヤ郡人口-36，534人(男 17，944人/女 18，950人)

対象地面積:63.5 kni 

受益者:障害者数 313人(男 179人/女 134人)およびその家族
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A)ラージャンガナヤ郡における CBRの体制

① CBRプログラムの運営体制

lスタッフ ! 

こに
(郡保健

:事務所 ( 

[ 

コミュニテイ

社会福祉省

〔図 1:CBR運営体制の図解〕
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② コミュニティーレベルで、のCBRの実施体制
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CBR郡運

(2週間程度の研を受

けた郡事務所職員)

営委員会CBRボランティアの選出0

・CBR活動の全体運営。
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CBRボランティア

(村から選出されて決

まる。事前に、 1週

間程度の研修を受

ける)

コミュニティー

(障害者とその

家族など)

(作図.現地調査を基に作成)

〔図 2:CBRにかかる運営体制〕

③ JOCVの活動する分野における連携

JOCVボランティアは同じ地域の中で、それぞれの担当分野において活動を進め、障害

者や地域のイベントなどに関する情報共有を行いながら、緩やかに連携を取り障害者

が地域の中で生活しやすい環境づくりや社会参加の推進を進めている。

社会福祉 貧困対策

・生計向上-リハビ、リテーション

-当事者育成 -子ども会

青 少年プログ 教育

・学校教育

・訪問教育

ラム

-青年育成

コミュニティ

〔図3:JOCVの地域の中での活動連携〕
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B) JOCVの活動

① ソーシャルワー力一(1名)

郡内の障害児者の家庭を巡回し、情報収集を行い、一人でも多くの障害者が

社会参加できるよう既存の社会サービスの活用や自立に向けた支援を他のボランテ

イアと連携しながら行っている。家庭巡回で、得たニーズをもとに、地域の障害者のさ

らなるエンパワメントを目指し、同僚の社会福祉担当官と協力し、生計向上グループ

*¥当事者グループキ2、障害者作業所バ、障害児教室叫を立ち上げた。

また、ニーズに応じて、他のボランティアの活動に障害児者が参加できるよう情

報共有に努めている。 CBRのさらなる推進を目指し、 CBR村落会議時に参加したり、

CBRボランティア進捗会議*6を開催したりしている。

本 1生計向上グループ:社会福祉省の生計向上給付金制度の受給者を対象に不

定期に会合を開催し、生計向上活動の進捗状況を把握するとともに、会計管

理指導や問題について話し合う場とする。

*2当事者グループ:郡内の全障害者およびその家族を対象としたグループ。 3か月

に 1回集会を開催。会費として月lこ5ルビーずつ集めて活動資金とする。

ネ 3障害者作業所:週に 1回様々な障害者が集い、リサイクルペーパーによる紙袋

作りや手織りマット、その他の手工芸作品作りを行う。街の市場で作品の販売を

行Lっている。

*4障害児教室:週に 1回学校に通えない重度の障害児を主な対象として、教室を

開催している。午後に開催しているため、就学している障害児も参加している。

*5CBR村落会議:1か月から 2か月に 1回の頻度で、各村において開催している。

CBRボランティアや障害者およびその家族、村の行政担当官、社会福祉担当

官などが参加して障害者の抱える問題などについて話し合う。

*6CBRボランティア進捗会議:2か月lこ1度の頻度で開催している。各村に一人ず

つ配置されている CBRボランティアが一同に会し、各々の活動進捗状況や問

題点について話し合うとともに、障害に関する勉強会などの場としても活用され

ている。

② 村落開発普及員(1名)

政府の実施するサムルディ貧困対策プログラムの受益者を対象とした家計簿

指導や石鹸、力パン作りなどを通して家計支出削減などのプログラムを展開している。

また、同プログラム開催に際して、障害者のいる家庭もプログラムに参加できるよう積

極的に働きかけを行っている。

また、サムルテ、イの社会開発プロク、ラムとして進められている子と‘も会の運営に

協力し、日本語教室や社会勉強の機会提供、ファンドの立ち上げなどを行い、子ども

会の充実に向けた支援を行った。また、ソーシャルワーカーや養護のボランティアと

q
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協力して、地域の障害児が子ども会に参加できるよう働きかけた。

③ 養護(1名)

ラージャンガナヤ郡内の5か所の小学校を定期的に巡回し、特別支援学級の

支援、特別支援学級の設置されていない学校では学業に遅れのある子どもの教育

支援などを行いつつ、学校に通っていない障害児が一人でも多く、学校に通えるよう

に学校、両親の双方に対し働きかけを行っている。ボランティアの介入によりこれまで

に16名の障害児が定期ないしは不定期に学校に通うことができるようlこなった。

一方、身辺自立ができていない、多動などの理由で学校に通えない障害児に

対しては定期的に家庭を訪問し、家庭内で、の教育機会の提供や親への啓蒙に努め

ている。さらに、外出機会のない重度の障害児が外に出るきっかけ作りとして、地域

の学校などの建物を利用し映画鑑賞会を企画し、障害のある子もない子も同じ空間

を共有して楽しめる場を提供している。

④ 青少年活動(1名)

青年会の既存の活動(スポーツ大会、基金集め、定期会合)を支援するかたわ

ら，地元の青少年を対象に日本語教室や英語教室を開催し、障害のある青少年も

同教室に受け入れている。また、年に一度の青年キャンプでは、他のボランティアの

協力を得て障害のある青年も数名参加し、楽しいひとときを過ごした。スポーツ大会

で、は他のボランティアと協力して参加種目を考案し、障害のある人々も参加できるよ

うに工夫した。

また、青年会メンバーに積極的に働きかけ、 CBRボランティアの家庭巡回への

同行や障害者関連のイベントへの協力を呼びかけ、地域レベルでの障害理解を推

進している。

⑤ 理学療法士(1名)

ソーシヤルワー力ーや CBRボランティアの家庭巡回に同行し、身体に障害のあ

る人々を対象に定期的に巡回指導を行っている。身辺自立に向けた理学療法指導

や家屋改造、補助異の作成に関するアドバイスを行っている。

4. プロセスからわかったこと

本プロジェクトで活動するJOCVは、積極的に家庭訪問を繰り返し、障害者及びその家族と

のコミュニケーションを取るとともに、障害者を取り巻く地域や行政の関係者に対してもコミュニ

ティレベルでの活動を通して深く関わっている。こういった地道な活動は障害者及びその家族の

エンパワメン卜lこつながるだけで、なく、地域住民や行政官の障害理解を促すことにも大きく貢献し

ている。実際に JOCVボランティアの活動成果として、これまで外出機会のほとんどなかった障

害児者が学校に通い始め、作業所や障害児教室、集会、イベントなどに参加する機会が増え
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たことで、当初活動に対して消極的で、受身で、あった当事者自身が積極的に活動を進める姿勢

が見られるようlこなった。

また、この影響を受けて家族の当事者に対する意識も変わりつつある。加えて、限られた

範囲ではあるが、地域のイベントへの参加や街の定期市場での当事者自身による作品の販売

などを通して、地域住民や行政関係者の障害者に対する意識も変わってきたことを実感してい

る。

現在の課題

ラージャンガナヤ郡への JOCV派遣が2年を経過し、初代の JOCVから2代目へと移行す

る時期に入った。これまでの2年で築かれた障害者の社会参加に向けた基盤を CBRボランテイ

アや地域住民をさらに巻き込み自立発展した活動となるよう支援することが課題である。

5. 

今後の展望

モデル事例となるような実例を多く示すことで、圏内の他地域にもボランティア群派遣の成

果を共有することを目指していく。成功事例の共有に向け、社会福祉省や関係行政機関にさら

に働きかけ、 JOCVの活動成果に面的な広がりを持たせるようにしていきたい。

6. 

写真1

ソーシャルワー力一隊員による家庭巡回

p
h
u
 

A
吐

【活動を示す写真は次のとおり】
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写真 2養護隊員による学校巡回

A 

写真3

生計向上で養鶏をする障害者

写真4

作業所での活動風景
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4.世界盲人連合アジア太平洋地域協議会(WBUAP)

事務局長: Mr. Ivan Ho Tuck Choy 

連絡先: C/O National Council for the Blind 

94B Jalan Tun Sambanthan 50470 Kuala Lumpur Malaysia 

1. 関わる地域: モンゴル国一ダルハン・ウール県・ホブスグル県・トゥヴ県等

2. 関わり方: プロジェクトパートナー

3. 事業概要

① 事業背景

|事業地概要|

人口約 270万人が日本の約 4倍の面積の国土に分散している。ロシアと中国に挟

まれた、大草原とゴピ砂漠の内陸国で、気候は日格差や季節による寒暖の変化が激しい。

圏内の交通手段が未発達で、古代から続く遊牧生活を営む人が現在も多いが、仕事を

求め流入する人手ウランパートルの都市化が進んでいる。主な産業は牧畜、軽工業、鉱

業など。

モンゴルの視覚障害者数は 8000人から 9000人と推定される。盲学校はウランパ

ートルに 1校のみ。主な就職先はマッサージやモンゴル盲人連合(MNFB)職員などで、就

業率は 1""'2%程度。

|事業設立概要|

世界盲人連合の枠組みではこれまでも、北欧など欧米諸国を中心に途上国の組織

強化プロジェクトが進められてきた。デンマーク盲人協会(DAB)もデンマーク政府開発援

助機関(Danida)の資金援助を受け、ウガンダやインドなど複数のプロジェクトを手がけてき

たが、プロジェクトlこよって始まった組織の活動や効果の持続性や広範な知識の利用等

を考慮し、 WBUAPという Regionをプロジェクトパートナーとすることとなった。プロジェクト対

象のモンゴル・ラオス・カンボジアは、夫々の圏内の見地からも、またWBUやWBUAPとい

う国際的な見地からも、団体としての強化と活性化が必要であり、プロジェクトを通して効

果的な組織運営やアドボカシーを実現し、以って視覚障害者の生活向上を目指すことと

なった。 WBUAPという Regionとしては、プロジェクトの運営・企画立案・広報.Region内で

の情報共有化などの形で、全面的に関わることとなった。

② 目的

WBUAP地域の途上国に住む視覚障害者の生活向上

司
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③ 事業内容

・関係者:デンマーク盲人協会国際部(3名)

. 対象者:モンゴル盲人連合会員 370名

・将来受益者として期待できる人:モンゴルの視覚障害者 8000......9000名

・活動の詳細:能力開発:組織開発、リーダーシップ・組織運営・アドボカシーやロビー

活動に関するセミナーの開催、指導者養成

2006年指導者研修

2007年戦略計画ワークショップ

国レベルでの指導者研修

威嚇障害女性に関する調査

2008年各国での女性フォーラム指導者研修フォローアップセミナー

2009年 WBUAP参加の VisionaryConference 

WBUAP参加の評価ワークショップ

WBUAP参加の Logicalframework Workshop 

1件 3000ドル程度の小規模プロジェクトを各国 8件まで許容

4. プロセスからわかったこと

・プロジェクトを通じ、プロジェクトlこ参加した視覚障害者は直接、参加していない視覚障害

者は仲間の存在や知識を通じ、自らに自信を持ち、自分たちの権利を認識するようにな

った。

・モンゴル盲人連合は、プロジェクトに参加することで組織を強化し知識や経験を得、更に

国際的なネットワークへの積極的な参加を指向するようになった。国際的な活動は、団体

にとっても個人にとっても動機付けに非常に有効と思われた。

・国レベル・地方レベルで政府が視覚障害者のニーズや活動を認知するようになると、政

府の支援で visibilityが更に向上した。小規模プロジェクトで地方のコミュニティレベルで、活

動をすることで、地域住民や地元の他の市民団体が協力するようlこなった。ボランティア

が増えたり、家族の理解が進んだり、コミュニティで、の変化が見られた。国レベルでの能力

開発は重要であり、組織強化され地方のニーズを加味して導入するこうした活動がコミュ

ニティでの変化を粛すことが明白になった。

5. 現在の課題

・モンゴルでは人口が分散しているので、地方対策が重要となる。

・モンゴルは他の東アジア諸国同様、英語の利用があまり普及しておらず、プロジェクトの中

で、も対外コミュニケーションがしばしば問題となった。通訳や翻訳の手当ては、これまで以

上に重要視する必要がある。

・情報の共有化が WBUAPをパートナーとする理由の 1つであるので、モンゴルでの、一般
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の人たちへの変化を含め、プロジェクトの成功体験や学んだことを、 Region内の他の途上

国での開発にどのように活かしていくか考えてし、く必要がある。

6. 今後の展望

現在 Danidaに延長申請中。第 2期は WBUAPとしての運営体制強化を検討中。モンゴ

ルで、は全ての県に支部を設置し、基盤となるi情報センター或いは図書館の建設、 FMラジオ局

の立ち上げ、地方のリーダー育成等を目指す。他県の支部の成功事例や経験を活かした支部

運営を期待する。

7 参考資料

• WBUAPの機関紙 EastWind 

URL: http://homepage2.nifty.com/welblind/ew/ew6e.htmI (English) 

http:/ /homepage2.nifty com/ welblind/ ew / ew6 j.htmI (日本語)

【活動を示す写真は次のとおり】
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5.特定非営利活動法人難民を助ける会(AARJAPAN) 

担当者:野際紗綾子

連絡先: 干141-0021品川区上大崎 2-12-2ミズホピル 5階

電話: 03-5423-4511 FAX 03-5423-4450 Email: staff@aarjapan.gr.jp 

1. かかわる地域: ミャンマー(ピJレマ)国ヤンゴン管区シュエピタ一地区、ダラー地区およびエヤ

ワディ管区ラプタ地区

2. 関わり方: プロジェクト支援

3. 事業概要

① 事業背景

ミャンマーでは、根強く残る偏見・差別のため障害者の尊厳が脅かされており、サイク口ン

被災地域も例外ではない。冠婚葬祭に出席させてもらえない、学校に通えない等が主な

例である。にもかかわらず、本分野に取り組む団体・機関は少なく、ニーズと実情の聞には

大きな帯離が生じていた。上述の背景に鑑み、プロジェクト支援を開始した。

② 目的

ミャンマーにおいて障害者が能力を最大限発揮し、一般のサービ、スや機会にアクセスで

き、積極的に地域及び社会の人々に貢献できる社会を形成する。

③ 内容

④ 事業内容

・生計支援、ユニバーサルデザインの推進(公共施設、住宅)、自助組織の結成・活動

支援、統合教育の推進、照会活動、啓発活動、理学療法士によるリハビリ訓練、治

療補助、補助具の提供、研修

・初期の対応(導入時またはかかわった開始時):2006年 4月より 2年間、パイロット

プロジェクトをヤンゴ、ン管区フラインタヤ一地区を中心に実施(2008年 5月"-'2009

年 1月末聞でのサイクロン緊急支援時の情報も参考lこ、 2009年 2月より事業を本

格化)。

・事業予算:700万円/年

. 主な受益者数:下表の通り

日
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くCBR活動受益者数〉 2009年 12月末現在

活動項目 指標 月間 累計

合計 (2009年2月1I 

日.-.w2009年

12月31日)

障害者リストへの登録 登録者数 97 

リハビリ訓練の実施 リハビリ訓練受益者数 47 

補助具(車椅子、義肢装具、松葉杖)の提 補助具提供者数 18 

供

普通学校通学支援 支援障害児数(新規) 7 

ユニバーサルデザインの推進 バリアフリー工事を実施した小学校・公共 。
施設数

バリアフリー工事を実施した住居数 。
照会サービス 照会サービス利用者数 2 

通院・治療サービス 通院・治療サービス利用者数

啓発活動 啓発活動参加者数(=障害理解促進教 269 

材配布数)

自助組織(SHG)の結成・活動支援 結成・活動を支援した自助組織(SHG)数 2 

生計支援 生計支援受益者数 。

4. 特記事項

2009年 11月に、本活動の一環として、第一回ミャンマー全国 SHGネットワーク会議を開催

5. プロセスからわかったこと

本事業マネジャー(ネイリンソウ氏)の強力なコミットメントとリーダーシップもあり、 2009年 2月

から開始後一年を目前にして、当事者・非当事者の現地職員や新たに設立された自助組織メ

ンバーの大きな成長を確認することができた。

6. 現在の課題

長期的な展望に基づいた資金繰りとスタッフ・関係者の安全と健康の確保は本事業遂行にお

いて欠かすことのできない重要なポイントである。

7. 今後の展望

職員、関連団体や障害自助組織も含めて、今後の更なる活躍と発展を期待している。
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8. 参考資料

・『ノーマライゼーション~2009 年 7 月号ワールドナウ「災害と障害者~ミャンマー(ビル

マ)サイクロン災害支援の現場から」野際紗綾子

・2009年 5月世銀コーヒアワーにおけるプレゼンテ ション資料と講演内容

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/disaster/090527_coffee_hour/090527_nogiwa.html 

【活動を示す写真は次のとおり】

「イ主居と学校をバリアフt)ーにしてもらって、車椅子ももらって、リ

ハピ、リの方法も教わりました。近所や学校の人たちの協力もあっ

て、これまで、家をほとんど、でることのなかった僕が、今では友達と

一緒に学校に通うことがで、きるようになりました。勉強はとても楽

しく、自信もつきました。J

(ウェイ・ヤン・ミン・力ント君、 16歳、ミャンマー連邦ヤンゴン管

区)
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6.日本発達障害福祉連盟(福祉連盟)

担当者:沼田千野子

連絡先:東京都千代田区九段南 3-7-7九段南グリーンピル 5階

電話:03-5275-1128 E-mail: jlmr@ca.mbn.or.jp 

1. 関わる地域:カンボジア(力ンポンスプ一、力ンポンチュナン、プレイベン、プルサット県の 27村)

2. 関わり方: プロジェクト支援

3. 事業概要

① 事業背景

|事業地概要|

27村の合計人口は約 19.000人で、主要産業は農業です。経済状況は、(行政情報で

は)一日の収入が0.5ドルの貧困ライン以下であり、住民の分析によれば人口の約6割は十分

な食事をとることができません。教育は約 7割の子供が受けています。そのため、若年層は読

み書きが可能ですが、中年以上の識字率は低いです。

|事業前の知的障害者の状況|

対象村には知的障害の概念はなく、知的障害児・者は無能な人、きちがいブタ等と呼ば

れていました。また、その多くが地域内で孤立し、いじめやレイプの対象でした。具体的にいいま

すと、知的障害者の5割以上が1日の大半を一人で何もせずに過ごし8割の人は家族や隣人

等ごく身近な人以外とは話をしたこともありませんでした。また、知的障害女性へのレイプは頻

発し「知的障害者へのレイプはしかたのないこと」という声も聞かれました。そして、こうした状況

は、家族が彼らを家に閉じ込める原因となり、結果として住民の知的障害者理解を妨げるとい

う悪循環を生んでいました。

② 目的

・地域住民が日常生活の一部として知的障害者を支援する。

・障害者と非障害者、貧富の格差を超えた豊かな地域社会を創る。

③ 事業内容

上記状況を変えるために、‘05年|こ「地域住民による知的障害者支援事業(07年から外

務省NGO連携無償資金協力事業)Jを力ンポンスプ一州と力ンポンチュナン州の 17村で開始

し、また、 09年にはプレイベン州とプルサット州の 10村にも広げました。

なお、事業の活動主体者は地域住民であり、福祉連盟の役割はフアシリテートと助言です。

事業では、住民自身が知的障害者の生活実態と地域の経済・社会状況を分析し、得た情報

をもとに支援の方法を考案・実行しています(その為の住民による会合は‘09年度末で300回

を優に超えました。)こうした話合いの積み重ねは、住民の知的障害者に対する意識を変え、
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また、活動は知的障害者の生活に大きな変化をもたらしています。例えば、誰にも相手にされ

なかった男性は飲み会メンバーになり、同じくつまはじきであった少年が農業と養鶏について村

人と話をするようになり、村内のレイプがなくなったため女性達の活動範囲が広がって買い物や

住民活動を楽しむようになりました。

そして、現在、住民は彼らを「友達」と呼んでいます。何故ならば、彼らは村人と同様の日

常生活を送っているからです。

こうして、事業は住民による知的障害者支援を皮切りに始まりました。しかし、時と共にそ

の対象が老人や児童や貧困者など弱者全体に広がりました。また、事業内容も「弱者支援+

地域開発」に発展し、今では、新しい作物栽培への取り組みなどが行われています。

4. 特記事項

事業は福祉連盟が地域住民にもちかける形で始まりました。その為、当初ば福祉連盟色

(知的障害)が強くでました。しかし、住民活動が動き初めて福祉連盟がバックにまわると、事

業は知的障害の枠を超えて広がりました。これは、活動の計画・実行の全てのプロセスを住民

主導で行ったからこそ得られた結果であると考えます。

5 参考資料 『ノーマライゼーションj]2009年 9月号ワールドナウ「地域住民による知的障

害者支援(カンボジア)沼田千好子

[イ主民による話し合l¥J [住民による地域分析(経済状況)J

[飲み会仲間と(中央が知的障害を持つ青年)] 
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7.特別非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン

担当: 海外事業部開発援助事業課

連絡先:干169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8-3F

電話: 03-3367-7252 

1. 関わる地域:ウズベキスタン共和国タシケン卜(首都)

2. 関わり方:プロジェクト支援

3. 事業概要

① 事業背景

|事業地概要|

CBR パイロット地域としてはタシケント市内の5つのマハラ、各マハラ人口約 5000人から

8000人

|事業設立概要|

JICA草の根技術協力事業「タシケン卜市における地域に根ざした障碍者支援事業」は

2008年 5月よりワールド・ビジョン・ジャパンがJICAより委託を受け実施している(2年間)。

当事業では障がいの有無に関わらず誰もが参加できる社会を目指し、 CBRIf.イロット事業

として障がい当事者の参加及びエンパワメントを中心とした活動を行っている。 CBRはウズ

ベキスタンにおいて初の試みであり、労働社会福祉省及び伝統的自治組織である「マハ

ラ」と協働し、ウズベキスタンにおける CBRのモデル確立を目指している。

② 事業内容

関係者:

園・コミュニティ・モビライザー(各マハラにて CBRを推進する担当者、対象マハラの障が

い当事者または障がい児の母親から選出、各マハラに 1名)

・障がい当事者約 20名(当事者リーダーとして)

・障がい児・者とその家族

・マハラのリーダーを含む地域の人びと

・障がい分野専門家

|専門家及び関係団体|

・作業療法専門家

• CBR専門家(全国自立生活センター協議会より障がい当事者リーダー)

・APCD(AsiaPacific Center on Disability) 
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【プロジェクト内容詳細】

プロジェクト目標

タシケント市内の障がいに関わる主要な関係機関により『地域に根ざしたリハビリテーション(CBRHが促進さ

れ、マハラ地域で暮らす障がい児・者がコミュニティで適切なサービスを受けられるよう!こなる

盛墨

1)タシケント市の障がいに関わる主要な関係

機関及びコミュニティ・リーダーが、障がい者の

権利や社会参加についての知識・理解を深め

る

遺盈

・タシケント市で障がいに関わる主要な機関代表者による

CBRワーキング・グループを設立する

・障がい者の権利や社会参加、機会の平等、社会への統

合、 CBR戦略について学びを深める

・ウ国における CBRポジション・ペーパーを作成する

2)対象マハラに暮らす障がい児・者が、一人

ひとりのニーズに合ったプランに基づいた適切な

サービスが受けられるようになる

- 対象の各マハラに拠点となる CBRポイントを設立する

• CBRポイントで活用できる障がい児・者とその家族向け情

報・資料を整備し、研修を実施する

・ 作業療法専門家のサポートの下、コミュニティ・モピライ

ザーが中心となって障がい児・者一人ひとりのニーズに

合ったサポートを提供する

3)タシケント市内の対象マハラに暮らす障がい

児・者の社会参加が促進される

-障がい当事者及び家族からなるセルフ・ヘルプ・ゲルー

プを形成し、エンパワメントを図る

・ スポーツフェスティバルなど、インクルーシプなレクリヱー

ション・イベントを開催する

4)タシケント市内の対象マハラ地域の住民

が、障がいと障がいをもっ人びと、その権利、平

等についての理解を深め、意識が向上する

-障がい者の権利、社会参加、施設ではなくコミュニティで

のケア等についての啓発教材を作成し、配布する

・ セルフ・ヘルプ・グループ主催の啓発セミナーを実施する

4. プロセスからわかったこと

・ 時間と手聞を要したが、障がい当事者リーダ一候補の発掘及び育成を丹念に行ったこと

は、障がい当事者主体の CBR展開において非常に効果的な結果をもたらしている

・ 地域で CBRを推進するコミュニティ・モピライザーとして、直接「障がい」と関わる人(障が

い当事者またはその家族)を選出したことにより、効率的で発展的なCBR活動が展開でき

ている

5. 現在の課題

・ 事業終了後のサステイナピリティの確保が課題である

・ 障がい当事者リーダー及びコミュニティ・モピライザーの意思だけでは継続的活動は難し

いため、当地政府を含む関係機関からのCBR活動継続及び発展のための支援が必須で

ある。特に今後、労働社会福祉省、教育省、マハラ、 NGOなど含む様々な機関の縦横的

な連携が促進されることにより、地域に住む障がい児・者が必要とするサポートを得られる

だけではなく、誰もが住みやすい社会造りを進めていくことができると考えられる。
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【活動を示す写真は次のとおり】

(作業療法専門家によるモビライザー研修の様子)

(障がい当事者リーダー研修の様子)

(多くの障がい児・者の居場所となっている CBRポイント)
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8.マレーシア、ペナンのNGOとの共同(個人)

ペナンに拠点を置く NGOC Asia Community Service)や親の会CPenang Down' s Syndrome 

Association， Family Support Network)との共同した活動。

担当: 田中絹代

連絡先: 1-1-4-5 Solok Paya T erubong 8， Paya T erubong 11060， Air Itam， 

Penang MALA YSIA Email: kinuyoss@gmail.com 

1. 関わる地域:マレーシア、ペナン州

2. 関わり方: プログラム支援

3. 事業概要

① 事業背景

1997年以降、 JICAやNGOに籍を置き、リハビリテーション専門家(作業療法

士)としてマレーシアで CBR、および障害児・者支援にかかわってきた。 2004年、

次男がダウン症で生まれてきたことで障害者の家族が想像以上に多様な問題を

抱えていることに気づかされた。また、障害者の生活向上における「家族Jの重要

性を再認識し、以降ペナン州を基点にして、様々な家族支援を行っている。

② 事業内容

・関係者および受益者:マレーシア・ペナン州およびその近隣州に住む障害者とその

家族。 2005年の統計によると、ペナン州では 13542名が障害者登録している。

・発展過程:

2005年一2006年;

2005年から 2006年まで、 AsiaCommunity ServiceC以下 ACS)による「青年期

の知的障害者の就労に関する調査」に従事し、 2006年 6月、調査結果を

親たちと共有するためのフォーラム開催した。その中で、「自分たち自身が行動を

起こさないといけない」と考えている親たちがいることを知り、知的障害者の支援

向上のためのインフォーマルなグループの立ち上げを個人的に支援する。その後、

親たちと話し合いを続け、スタディツアーや講習会を行った。政府に働きかけられ

るように、正式な組織にすることも検討されたが、中心的存在だった親が家庭の

事情で参加できなくなり、それは断念した。 2007年からは、「自分たちでできるこ

とを続けよう」と、残りのメンバーと一緒に、週末月 2回、知的障害者のためのトレ

ーニンク、セッションを始めた。現在は、親とボランティアが主体的に活動を進めて

いる。(写真1)
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2008年;

ACSの理事から、家族支援に長けたイギリス人教授がペナンに来るので、親たちに

呼び掛け、集まりを開いてはどうかと提案される。意欲を示した視覚障害児の父親

と二人で、夕食会を兼ねた集まりを開催したが、これは、いろいろな障害を持つ親

たちが集まったペナンで最初の機会となった。この後、いくつかのイベントで知り合い

になった親たちも一緒に、「障害種別を問わずすべての障害児・者の機会均等に

向けて、親や家族が結束し、強い発言力を持つための土台作りを行うこと」を目的

に「家族会議」の開催することが決まった。

2009年;

約 1年半の準備期間を経て 2009年 6月、ペナン州に拠点を置く親の会と NGO

の共催で、マレーシア社会福祉局からの助成金や一般企業からの寄付金を得て

「家族会議 2009Jを開催した。(写真2)全日本手をつなぐ育成会から障害者の

親自身を発表者として派遣していただき、親の会の活動を紹介していただいた。こ

の「家族会議 2009Jの後、数回集まりが聞かれ、今後の活動について話し合いが

続いている。

4. プロセスからわかったこと

障害者の親や家族は、障害者個人の生活向上だけでなく、より良い障害者政策

に向けて大きな役割を持つが、親や家族が主体的に継続して活動するのはとても難し

いことが分かった。大きな理由として、 1)障害児・者の成長によって親や家族のニーズ

が日々変化していくこと、 2)本人以外の家族成員の変化(本人・配偶者・祖父母など

の離職・退職・老化・病気、兄弟の受験・就労・結婚、など)に影響されやすいこと、 3)

家族の経済状況や教育レベル、宗教や文化背景の違いによって、共通意識を持つこ

とが難しいこと，が挙げられる。そのため、主体者となれるだけの素質を持つ親がいても、

興味を失ってしまったり、変化によって活動に参加できなくなったり、継続が極めて難し

し、。

しかし、短期的・単発的な機会であれ、親や家族同士が集まる「場」が増えること

は、親や家族にとって1)必要な医療・教育・就労に関しての情報が得られ、 2)自分

の悩みを打ち明けたり、他の悩みを聞いたりすることが、精神的な支援になっている、と

いう良い影響を与えることもわかってきた。

そして、遅い歩みではあるが、障害者の機会均等に向けて強い発言力を持つた

めの親や家族聞のネットワーキング化を進めている。
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5. 現在の課題

親・家族側の課題としては、自分の子供・家族である障害者の利益になる目先

の活動が優先され、長期的で共通認識が必要な教育や就労などの問題は後回しに

されがちであること。支援者側の課題としては、変化し続ける問題を持つ親や家族に

理解を示し、継続的に支援で、きる個人や NGOがまだ極めて少ないことが挙げられる。

思案者の中には、親や家族を「自分勝手Ji過保護」 とみている人もいて、代利用支

援策を見つけるためにも親や家族の話にもっと耳を傾けなければならないだろう。

6. 今後の展望

様々な障害を持つ親や家族の話を聞いていると、彼らが口にする不満や愚痴、

悩みの中に、マレーシアの障害福祉の抱える根本的な問題が見えてくるようになった。

例えば、医療関係者の障害に関する理解の乏しさや情報不足、教育の質、一般就

労を障措させている地域作業所の支援システムの不備などである。 今後は、これら

の不満を文書化し、 NGOや政府へ働きかけるための基礎資料とすることを考えてい

る。

7. 参考資料

・EXPLORINGTHE ISSUES OF PwlDs IN ADUL THOOD A Report on the Situation 

of people with Intellectual Disabilities in Penang (2006) Asia Community 

Service 

• 2Jマレーシアの障害児教育一格差を生まない教育を目指して一J W手をつなぐ~(社)全

国日本手をつなぐ育成会 2006年 10月号

3Jマレーシア・ペナン州における知的障害者事情JWノーマライゼーショシ障害者の福

祉~(財)日本障害者リハビリテーション協会 2007 年 7 月号

4Jマレーシア・当事者などの参加の会議から~障害の違いを超えて~JW手をつなぐ』

(社)全国日本手をつなぐ育成会 2009年9月号

〔写真1] C写真 2)

円

UFO
 



g;，襟セミナー (r.，'b'R-コミュニティにおけるインクんーシブ縄発を深診るj

一一一 一 一一……一一一一

(財)日本障害者リハビリテーション協会

干162-0052東京都新宿区戸山 1-22-1

電話:03-5273-0601 FAX: 03-5273-1523 

URL: http://www.jsrpd.jp/ 
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この事業は東京都民共済生活協同組合の助成により行ったものです


